
健康教育担当者研修会

行政説明②

保健教育
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保健教育等「説明の流れ」

保健教育での説明内容

① 保健教育の進め方について
（カリキュラム・マネジメント）

② 学校環境衛生管理について
③ がん教育について
④ 性に関する指導について
⑤ 心の健康・精神疾患について
⑥ 薬物乱用防止教育について



保健教育等「現代的な健康課題」

●肥満・痩身 ●生活習慣の乱れ ●生活習慣病
●心の健康・精神疾患 ●感染症 ●性に関する問題
●アレルギー疾患（食物アレルギー） ●薬物乱用防止
●様々な健康情報、性・薬物等に関する情報の入手
●栄養摂取の偏りや朝食欠食などの食習慣の乱れ
●少子高齢化や疾病構造の変化による現代的な健康課題
（がんや心疾患など生活習慣病などへの対応、仕事関連
の悩みとうつ病、若い世代の出産・子育て、高齢化に伴
う健康寿命の延伸）等々

※中教審答申（H28.12.21）から抜粋



学校における健康教育の三つの柱

保健教育 学校保健計画 学校保健安全法

安全教育 学校安全計画 学校保健安全法

学校給食（食育）
食に関する指導の
全体計画

学校給食法

柱 法令計画



保
健
教
育

体育科
（保健体育科）

特別活動

総合的な学習
（探求）の時間

その他関連する教科等
社会科、理科、生活科、家庭科、道徳科

日常生活における指導及び子供の実態に応じた個別指導

保健に関する横断的・総合的な学習（探求）

（福祉・健康）

学級活動、児童生徒会活動、学校行事等
における保健の指導

保健領域
体つくり運動領域

保健教育等「保健教育の体系」



カリキュラム・マネジメント

●地域と連携し、よりよい学校教育を目指す。

●学習内容は？
●どの教科等で学ぶのか？
●集団指導か、個別指導か？

保健教育等「保健教育の推進」

●教師が連携し、複数の教科等の連携を図り
ながら授業をつくる。

●学校教育の効果を常に検証して改善する。

単元配列をど
うするか

PDCA
サイクル

外部講師活用



小（中）学校学習指導要領解説 総則編（付録） ※高等学校はありません

●教育課程の編成に当たっては、
学校保健計画、学校安全計画、
食に関する指導の全体計画、い
じめの防止等のための基本的な
方針など、各分野における学校
の全体計画等と関連付けながら
効果的な指導が行われるように
留意する。
●他の教科等との関連がわかり
やすく掲載されている。
●カリキュラム・マネジメント
を作成する際に活用してほしい。

保健教育等「心身の健康の保持増進に関する教育のカリキュラム・マネジメント」



保健教育等「香りへの配慮について」

柔軟剤などの使用にあたっては使用量の目安などを参考に周囲への配慮を心がける



【がん教育の目標】
●がんについて正しく理解することができるようにする。
●健康と命の大切さについて主体的に考えることができる
ようにする。

保健教育等「がん教育について」



がん教育について
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心疾患

脳血管疾患

肺炎

老衰
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約３人に１人ががん
で亡くなっている

保健教育等「がん教育について」



保健教育等「がん教育について」
小・中・高等学校の保健の内容

小学校（保健領域） 中学校（保健分野） 高等学校（科目保健）

「健康な生活」
・健康な生活
・１日の生活の仕方
・身の回りの環境

「体の発育・発達」（４年）
・体の発育・発達
・思春期の体の変化
・体をよりよく発育・発達させるための生活

「心の健康」（５年）
・心の発達
・心と体との密接な関係
・不安や悩みへの対処

「けがの防止」（５年）
・交通事故や身の回りの生活の危機が原因と
なって起こるけがとその予防
・けがの手当

「病気の予防」（６年）
・病気の起こり方
・病原体が主な要因となって起こる病気の予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・地域の様々な保健活動の取組

「健康な生活と疾病の予防」
（１、２、３年）
・健康の成り立ちと疾病の発生要因
・生活習慣と健康
・生活習慣病などの予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・感染症の予防
・個人の健康を守る社会の取組
「心身の機能の発達と心の健康」
（１年）
・身体機能の発達と個人差
・生涯に係わる機能の成熟と適切な行動
・精神機能の発達と自己形成
・欲求やストレスへの対処と心の健康
「傷害の予防」（２年）
・交通事故や自然災害などによる傷害の発生要
因
・交通事故などによる傷害の防止
・自然災害による傷害の防止
・応急手当
「健康と環境」（３年）
・身体の環境に対する適応能力・至適距離
・飲料水や空気の衛生的管理
・生活に伴う廃棄物の衛生的管理

「現代社会と健康」
・健康の考え方
・現代の感染症とその予防
・生活習慣病とその予防と回復
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・精神疾患に予防と回復

「安全な社会生活」
・安全な社会づくり
・応急手当

「生涯を通じる健康」
・生涯の各段階における健康
・労働と健康

「健康を支える環境づくり」
・環境と健康
・食品と健康
・保健・医療制度及び地域の保健医療機関
・様々な保健活動や社会的対策
・健康に関する環境づくりと社会参加

（原則として、入学年次及びその次の年次の２
か年にわたり履修）



第４期がん対策推進基本計画（令和５年3月２８日閣議決定）

◆これまで、学校では健康教育の一環としてがん教育に取り組んでいただい
ているところであるが、国の取組等を踏まえ、教材等を活用しつつ、地域や
学校の実情に応じて、外部講師を活用するなどして、学校におけるがん教育
の一層の推進をお願いしたい。

【実施しなかった理由】
・適当な講師を見つけることができ
なかった。
・予算の確保ができなかった。
・時間を確保できなかった。
・学校の職員が指導したから。

校種 令和７年度 令和６年度

小学校 １５．８% 1４．８%

中学校 １１.４% ６．４%

高等学校 ６.５% 1１．５%

特別支援学校 １２．５% 0.0%

本県の外部講師を活用したがん教育実施率（公立学校）

保健教育等「がん教育について」

（健康教育実態調査より）



① 学校が主体となって企画・運営を行う。

② 核となる教員や授業を担当する教員だけが関わるのではなく、全ての

教職員の共通理解のもとに進める。

③ 学校での取り組み内容を保護者や関係機関などに周知・共有すること

により、連携体制を構築する。

④ 年度当初の職員会議等で「学校保健計画」に基づき外部講師を活用し

たがん教育の開催を周知するなど、情報共有する。

がん教育について

ポイント

保健教育等「外部講師を活用したがん教育の推進について」



保健教育等「外部講師を活用したがん教育の推進について」

【令和６年１月１９日付 】

「学校における外部講師を活用した
がん教育の推進について」

（文部科学省）
◆厚生労働省においては、平成３０年７月に
「がん診療連携拠点病院等の整備指針」を改
定し、学校からの依頼に応じて、外部講師と
して医療従事者を派遣し、がんに関する正し
い知識の普及啓発に努めることをがん診療連
携拠点病院等の指定要件として新たに追加

◆各都道府県衛生部（局）がん対策主管課に
対して「学校におけるがん教育への協力につ
いて」（平成３１年３月２２日付け）を発出
し、外部講師活用体制の整備に協力依頼を行
うなど、がん教育を推進してきた。



熊本県HP→「健康づくり推進課」
→がん対策→2022年3月17日更新

熊本県教育委員会ホームページ
「体育保健課 健康教育」

●外部講師協力団体一覧、実施の手順（外部講師依頼の基本的
な流れ）、 外部講師依頼に関する様式集 等が掲載されています。
内容を確認して、積極的な活用をお願いします。
なお、実施の際は、学校側がリーダーシップを発揮しながら計画
を進めてください。

保健教育等「外部講師を活用したがん教育について」



保健教育等「外部講師を活用したがん教育について」



保健教育等「外部講師を活用したがん教育について」



保健教育等「がん教育に関する教材・ガイドライン等」

がん教育推進のための教材（令和３年３月一部改訂）

外部講師を活用したがん教育ガイドライン（令和３年３月一部改訂）

がん教育推進のための教材補助教材について
（令和３年３月一部改訂）

小学校版

中学校・高等学校版



保健教育等「がん教育に関する教材・ガイドライン等」



●発育・発達 ●男女交際
●妊娠・出産 ●家族計画
●性感染症 ●人工妊娠中絶
●児童虐待（性的虐待） ●性情報の氾濫
●ＬＧＢＴＱの理解
●女性アスリートの無月経・骨粗鬆症
●性犯罪・性被害防止 ●その他

保健教育等「性に関する指導について」

※妊娠・出産及び家族計画に関しては、正しい知識を身に付け、探求的な学びにつ
なげていくことも大切です。

性に関連する諸課題



（データ提供：県子ども未来課）

年度
15未
満

15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 計

H３０ ３ ７ ２１ ３７ ５８ ８５ ２１１

R1 ２ ５ ３１ ２９ ５６ ８６ ２０９

R２ １ ２ １５ ３１ ５３ ７１ １７３

Ｒ３ 4 4 ２０ ２２ ４１ ６０ １５１

R４ 4 １ ７ 1６ ５２ ７７ １５７

R５ ７ ６ ２８ ３２ ５８ ７７ ２０８

R６ ３ １０ １６ ３２ ６０ ７４ １９５

【１０歳代人工妊娠中絶実施率】

年度 本県 全国

H３０ 5.1% 4.7%

R1 5.2% 4.5%

R２ 4.5% 3.8%

R３ 3.9% 3.3%

R４ ４.０% 3.６%

R５ ５.３% 3.８%

R６ ５.０% ７.０%

H27年度の１０歳代の人工妊娠中絶実施率は全国ワースト2位であった。その後は改善
が見られていたが、令和５年度は全国ワースト３位であった。R6実施率は前年度と比較して
０．３％の減少であった。

熊本県の現状について①
【本県10歳代人工妊娠中絶実施数】

保健教育等「性に関する指導について」



保健教育等「性に関する指導について」

（肥後っ子のシグナル令和７年版より）

熊本県の現状について②
【福祉犯罪少年の状況】

●福祉犯被害少年は８５人。
そのうち女子が７８人で全体の９１．
８％を占める。
●学識別では高校生が４９人で最も多く、
全体の５７．６％を占め、次いで中学生
が１８人（２１．２％）となっている。
●福祉犯罪被害少年の中には、享楽的な
風潮の影響を受けたり、規範意識の欠如、
友人から誘われてなど、安易な気持ちで
被害にあうケースが多い。

子どもたちが性に関して適切に理解し、行動することができるようになることが課題



学校全体で共通理解を図りつつ、体育科、保健体育科などの関
連する教科、特別活動において、 発達の段階を踏まえ、心身の発
育・発達と健康、性感染症等の予防などに関する知識を確実に身
に付けること、生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重するとと
もに、相手を思いやり、望ましい人間関係を構築することなどを重
視し、相互に関連付けて指導することが重要である。
また、家庭・地域との連携を推進し保護者や地域の理解を得る
こと、集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行うことが
重要である。

保健教育等「性に関する指導について」

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について（答申）（抄）H20.1.17



保健教育等「性に関する指導」

性に関する指導のイメージ

体育（小学校）
保健体育（中学校、高等学校）

性に関する指導

学校における性に関する指導

教科等における性に関する指導

総合的な学習（探求）の時間
特別活動等

家庭や地域と連携した指導



小・中・高等学校の保健の内容

小学校（保健領域） 中学校（保健分野） 高等学校（科目保健）

「健康な生活」
・健康な生活
・１日の生活の仕方
・身の回りの環境

「体の発育・発達」（４年）
・体の発育・発達
・思春期の体の変化
・体をよりよく発育・発達させるための生活

「心の健康」（５年）
・心の発達
・心と体との密接な関係
・不安や悩みへの対処

「けがの防止」（５年）
・交通事故や身の回りの生活の危機が原因と
なって起こるけがとその予防
・けがの手当

「病気の予防」（６年）
・病気の起こり方
・病原体が主な要因となって起こる病気の予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・地域の様々な保健活動の取組

「健康な生活と疾病の予防」
（１、２、３年）
・健康の成り立ちと疾病の発生要因
・生活習慣と健康
・生活習慣病などの予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・感染症の予防
・個人の健康を守る社会の取組
「心身の機能の発達と心の健康」
（１年）
・身体機能の発達と個人差
・生涯に係わる機能の成熟と適切な行動
・精神機能の発達と自己形成
・欲求やストレスへの対処と心の健康
「傷害の予防」（２年）
・交通事故や自然災害などによる傷害の発生要
因
・交通事故などによる傷害の防止
・自然災害による傷害の防止
・応急手当
「健康と環境」（３年）
・身体の環境に対する適応能力・至適距離
・飲料水や空気の衛生的管理
・生活に伴う廃棄物の衛生的管理

「現代社会と健康」
・健康の考え方
・現代の感染症とその予防
・生活習慣病とその予防と回復
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・精神疾患に予防と回復

「安全な社会生活」
・安全な社会づくり
・応急手当

「生涯を通じる健康」
・生涯の各段階における健康
・労働と健康

「健康を支える環境づくり」
・環境と健康
・食品と健康
・保健・医療制度及び地域の保健医療機関
・様々な保健活動や社会的対策
・健康に関する環境づくりと社会参加

（原則として、入学年次及びその次の年次の２
か年にわたり履修）

保健教育等「性に関する指導について」



各学校の管理職、保健主事及び生徒
指導主事等にも本リーフレットを周知
し、事案発生時をはじめ、校内外の研
修及び事例検討会等に活用いただき
ますよう願います。

〇令和２年３月完成
各学校へ１部配付済み。

〇県教委ホームページにも掲載
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded
/attachment/117247.pdfからダウンロード可

保健教育等「性に関する指導について」

性に関する指導（教育）リーフレット

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/117247.pdf
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/117247.pdf


保健教育等「外部講師を活用した性に関する指導について」

【令和５年３月２９日付 事務連絡】

「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関
する基本的な方針」に基づく学校等におけるこどもの
性と健康に関する普及啓発等の取組の充実について」

（文部科学省・厚生労働省）

◆令和５年３月２２日 閣議決定

「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」

男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理を行
うよう促すプレコンプレッションケアの推進を含め、需要に的確に
対応した切れ目のない支援体制を構築すること

・児童生徒の発達の段階に応じて、学習指導要領に基づく性に関す
る指導の着実な実施

・各教科等の指導や教育課程外の講演等に産婦人科医や助産師等の
専門家の活用



保健教育等「先進国の子どもの幸福度ランキング」

ユニセフ報告書「レポートカード１６」より



保健教育等「精神的幸福度（先進国の子どもの幸福度ランキング）」

ユニセフ報告書「レポートカード１６」より

１５歳時点での生活満足度の高い子供の割合
１５～１９歳の若者の自殺者
（１０万人当たりの自殺者）



【高等学校学習指導要領保健体育編解説より】

（ｵ）精神疾患の予防と回復
精神疾患の予防と回復には，運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活を実践
するとともに，心身の不調に気付くことが重要であること。また，疾病の早期発見及び
社会的な対策が必要であること。

（ｵ）精神疾患の予防と回復
㋐ 精神疾患の特徴
精神疾患は，精神機能の基盤となる心理的，生物的，または社会的な機能の障害などが原因
となり，認知，情動，行動などの不調により，精神活動が不全になった状態であることを理解で
きるようにする。 また，うつ病，統合失調症，不安症，摂食障害などを適宜取り上げ，誰もが罹
患しうること，若年で発症する疾患が多いこと，適切な対処により回復し生活の質の向上が可
能であることなどを理解できるようにする。 その際，アルコール，薬物などの物質への依存症
に加えて，ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖（しへき）行動になる危険性があ
り，日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする。

保健教育等「心の健康・精神疾患について」



保健教育等「学校におけるギャンブル等依存症などの予防に関する教育について」



保健教育等「学校におけるギャンブル等依存症などの予防に関する教育について」



熊本県の現状 【令和７年度版肥後っ子のシグナルより】

保健教育等「薬物乱用防止教育について」

学校教育において、薬物の危険
性、有害生徒について正しく理
解させるなど、薬物乱用防止教
育の一層の充実を図る必要があ
る。



保健教育等「薬物乱用防止教育について」
大麻を初めて使用した年齢（国）



保健教育等「薬物乱用防止教育について」
大麻を初めて使用した経緯（国）



保健教育等「薬物乱用防止教育について」
大麻を初めて使用した動機（国）



一般用医薬品の濫用【オーバードーズ】

保健教育等「薬物乱用防止教育について」

新たな課題

・一般用医薬品による救急搬送事例の増加

・２０２０年、１０代の若者の薬物濫用では、56.4％で市販薬が使われている。

・コロナ禍で、一般用医薬品を乱用する若者や過剰摂取が増加している。

第１回医薬品の販売制度に関する検討会 資料２ 検討会の進め方より



保健教育等「第六次薬物乱用防止五か年戦略」
※令和５年８月薬物乱用対策推進会議



保健教育等「薬物乱用防止教育の推進」（第六次薬物乱用防止五か年戦略）



保健教育等「薬物乱用防止教育の推進」（第五次薬物乱用防止五か年戦略）

熊本県では、薬物乱用防止教室について、小学校、中学校、高等学
校等の全ての学校において、１００％実施をお願いしています。



（健康教育実態調査より）

薬物乱用防止教室実施状況(熊本県内公立学校)

校 種 令和７年度 令和６年度 令和５年度

小 学 校 9８.２% 9９.0% 9８．０%

中 学 校 １００% １０0% 99.０%

高等学校

（全日制）
９８．０% １０0% 9４．０%

高等学校

（定・通）
89.0% 89.0% 89.0%

特別支援
学校 ５６.５% 5７.0% ５９．０%

保健教育等「薬物乱用防止教育について」



薬物乱用防止教室マニュアル（令和５年度改訂）



薬物乱用防止教室マニュアル（令和５年度改訂）



喫煙、飲酒、薬物乱用防止の参考資料



喫煙、飲酒、薬物乱用防止の参考資料



喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料等



保健教育の充実のためには、

学校全体で、全教職員の協力のもと、家

庭や地域、関係機関等と連携して取り組

む必要があります。

最後に・・・
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